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諫 早 市 入 札 監 視 委 員 会 設 置 要 綱  

                  平 成 20 年 7 月 1 日  

1 9 諫 契 第 2 1 8 号 

一 部 改 正  平 成 23 年 4 月  1 日   23 諫 契 第  44 号 

一 部 改 正  平 成 28 年 3 月 31 日   27 諫 契 第 222 号 

      一 部 改 正  令 和  4 年 3 月 31 日   3 諫 契 第 373 号 

 一 部 改 正  令 和  7 年 5 月 30 日   7 諫 契 第 180 号 

  一 部 改 正  令 和  8 年 3 月 31 日   7 諫 契 第 874 号 

（ 設 置 ）  

第 １ 条  工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 過 程 並 び に 契 約 の 内 容 の 透 明

性 を 確 保 す る た め 、 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 の 促

進 に 関 す る 法 律 （ 平 成 １ ２ 年 法 律 第 １ ２ ７ 号 ） 第 １ ８ 条 第

１ 項 の 規 定 に 基 づ く 公 共 工 事 の 入 札 及 び 契 約 の 適 正 化 を 図

る た め の 措 置 に 関 す る 指 針 （ 平 成 １ ８ 年 総 務 省 ・ 財 務 省 ・

国 土 交 通 省 告 示 第 １ 号 ）第 ２ の １ の (2)に 定 め る 第 三 者 機 関

と し て 、 諫 早 市 入 札 監 視 委 員 会 （ 以 下 「 委 員 会 」 と い う 。）

を 設 置 す る 。  

（ 所 掌 事 務 ）  

第 ２ 条  委 員 会 は 、 次 に 掲 げ る 事 務 を 行 う 。  

(1)  工 事 に 関 し 、 入 札 及 び 契 約 手 続 の 運 用 状 況 等 に つ い

て 報 告 を 受 け る こ と 。  

(2)  工 事 の う ち 委 員 会 が 抽 出 し 、 又 は 指 定 し た も の に 関

し 、入 札 又 は 契 約 方 式 の 決 定 方 法 、一 般 競 争 入 札 に 係 る

参 加 資 格 の 設 定 方 法 、指 名 競 争 入 札 に 係 る 指 名 業 者 の 選

定 方 法 及 び 随 意 契 約 に 係 る 落 札 者 決 定 の 内 容 等 に つ い

て の 審 議 を 行 う こ と 。  

(3)  一 般 競 争 入 札 に お い て 競 争 参 加 資 格 が な い と 認 め た

理 由 及 び 指 名 競 争 入 札 に お い て 指 名 し な か っ た 理 由 並

び に 随 意 契 約 に お い て 契 約 の 相 手 方 と し て 選 定 し な か
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っ た 理 由 に 係 る 再 苦 情 に つ い て の 審 議 を 行 う こ と 。  

(4)  前 ３ 号 の ほ か 、 市 長 か ら の 依 頼 に よ る 案 件 に つ い て

審 議 を 行 う こ と 。  

（ 委 員 会 の 組 織 及 び 委 員 ）  

第 ３ 条  委 員 会 は 、 委 員 ５ 人 以 内 を も っ て 組 織 す る 。  

２  委 員 は 、 学 識 経 験 等 を 有 す る 者 の 中 か ら 、 市 長 が 委 嘱 す

る 。  

３  委 員 の 任 期 は 、 ２ 年 と す る 。 た だ し 、 補 欠 の 委 員 の 任 期

は 、 前 任 者 の 残 任 期 間 と す る 。  

４  委 員 は 、 再 任 さ れ る こ と が で き る 。  

（ 委 員 長 ）  

第 ４ 条  委 員 会 に 、 委 員 長 を 置 き 、 委 員 の 互 選 に よ り こ れ を

定 め る 。  

２  委 員 長 は 、 会 務 を 総 理 し 、 委 員 会 を 代 表 す る 。  

３  委 員 長 に 事 故 が あ る と き 、 又 は 委 員 長 が 欠 け た と き は 、

あ ら か じ め そ の 指 名 す る 委 員 が 、 そ の 職 務 を 代 理 す る 。  

（ 会 議 ）  

第 ５ 条  委 員 会 の 会 議（ 以 下「 会 議 」と い う 。）は 、原 則 と し

て 年 ２ 回 開 催 す る も の と す る 。 た だ し 、 第 ２ 条 第 ３ 号 及 び

第 ４ 号 に 係 る 審 議 に 必 要 な 会 議 に つ い て は 、 随 時 開 催 す る

も の と す る 。  

２  会 議 は 、 委 員 長 が 招 集 し 、 そ の 議 長 と な る 。  

３  会 議 は 、 委 員 の 過 半 数 が 出 席 し な け れ ば 、 こ れ を 開 催 す

る こ と が で き な い 。  

４  会 議 の 議 事 は 、 出 席 委 員 の 過 半 数 で 決 し 、 可 否 同 数 の と

き は 、 議 長 の 決 す る と こ ろ に よ る 。  

５  会 議 は 、 非 公 開 と す る 。 た だ し 、 出 席 委 員 の 過 半 数 の 議

決 が あ る と き は 、 こ の 限 り で な い 。  

６  会 議 の 議 事 の 概 要 は 、 公 開 す る 。  
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（ 意 見 の 具 申 又 は 報 告 ）  

第 ６ 条  委 員 会 は 、 第 ２ 条 各 号 の 事 務 に 関 し 審 議 を し た 場 合

に お い て 、 改 善 す べ き 事 項 等 が あ る と 認 め た と き は 、 市 長

に 対 し て 意 見 の 具 申 を 行 う こ と が で き る 。  

２  委 員 会 は 、 意 見 の 具 申 を 行 っ た と き は 、 改 善 等 の 状 況 に

つ い て の 報 告 を 求 め る こ と が で き る 。  

（ 委 員 の 除 斥 ）  

第 ７ 条  委 員 は 、 自 己 又 は ３ 親 等 以 内 の 親 族 の 利 害 に 関 係 す

る 事 項 の 審 議 に 加 わ る こ と が で き な い 。  

（ 守 秘 義 務 ）  

第 ８ 条  委 員 は 、 職 務 上 知 り 得 た 秘 密 を 他 に 漏 ら し て は な ら

な い 。 そ の 職 を 退 い た 後 も 同 様 と す る 。  

（ 委 員 会 の 庶 務 ）  

第 ９ 条  委 員 会 の 庶 務 は 、 企 画 財 務 部 契 約 課 に お い て 処 理 す

る 。  

（ 委 任 ）  

第 １ ０ 条  こ の 要 綱 に 定 め る も の の ほ か 、 委 員 会 の 運 営 に 関

し 必 要 な 事 項 は 、 委 員 長 が 委 員 会 に 諮 っ て 定 め る 。  

   附   則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ０ 年 ７ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附   則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ３ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附   則  

 こ の 要 綱 は 、 平 成 ２ ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

   附   則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ４ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 附   則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ７ 年 ６ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  
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附   則  

 こ の 要 綱 は 、 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


